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第２０回 特定業者との随意契約に関する調査特別委員会 

開催日時  令和７年１０月２２日（水）  午前１１時４７分 

出席議員 

 委 員 長：武道 修司 

 副委員長：宗   裕 

 委  員：工藤 久司 

 委  員：池亀  豊 

 委  員：吉元 健人 

事務局職員 
 局  長：桑野  智 

 係  長：瀬戸 美里 
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午前11時47分開会 

○委員長（武道 修司君）  皆さん、お疲れさまです。ただいまより、第２０回特定業者との随意

契約に関する調査特別委員会を開会いたします。 

 先ほど打合せをさせていただきました内容を協議事項といたしますので、どうぞよろしくお願

いをいたします。 

 まず最初に、今後のスケジュールということで、第２１回の、予定になりますが、特定業者と

の随意契約に関する調査特別委員会の開会の予定をしたいと思います。 

 １０月３１日金曜日１０時からです。証人喚問でいきたいと思います。あと、事務打合せ等に

関しては、その都度連絡をさせてもらいながら進めていきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（武道 修司君）  それでは、次回の会議は、第２１回特定業者との随意契約に関する調

査特別委員会は、１０月３１日金曜日１０時からといたします。 

 次の項目です。証人喚問です。証人喚問につきましては、午前中にエス・ティ・産業株式会社

の繁永哲也氏、午後から築上町職員の産業課課長補佐の下田課長補佐、それと同じく午後から、

清掃センターでリサイクルセンターに勤務をしています江本哲也職員を証人喚問で呼びたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（武道 修司君）  異議なしということで、証人喚問については繁永氏、下田氏、江本氏

の３名を、１０月３１日に証人喚問を行うことに決定いたしました。 

 次に、文書の尋問です。書面による尋問を行いたいと思います。内容については、後日、私と

副委員長の宗委員で…… 

○副委員長（宗   裕君）  ２人って私なの。分かりました。 

○委員長（武道 修司君）  私と副委員長の宗委員で、あと吉元委員に手伝っていただきながら、

文書尋問の内容を決めていきたいと思います。 

 対象の人です。まず住民生活課の内山課長補佐、同じく住民生活課の柴田さん、それと信栄ソ

リューション株式会社の担当になるかと思いますが、担当者の方のお名前が分かれば担当者の方

のお名前。もし分からなければ、信栄ソリューション株式会社宛てに文書を発送したいと思いま

す。それと先日、お話をお聞きした太新工業株式会社の秋吉氏に、先日の再確認も含めて、再度

文書での尋問を行いたいと思いますので、皆さん、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（武道 修司君）  以上４名かな。内山さん、柴田さん、信栄ソリューション株式会社、
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太新工業秋吉氏の４者に対して、文書による尋問を行いたいと思いますので、よろしいでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（武道 修司君）  異議なしということで、進めていきたいと思います。 

 それでは、その他で何かありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（武道 修司君）  よろしいですか。 

 私のほうから１点だけですね。まず、本日決定しました証人喚問につきましては、明日、事務

局より発送をお願いしたいと思います。質問項目につきましては、明日、間に合えば一緒に発送

をお願いしたい。もし間に合わなければ、後日、質問事項の発送をお願いしたいと思いますので、

事務局の方には御苦労おかけしますが、よろしくお願いいたします。 

 ほかに、その他ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（武道 修司君）  事務局のほうから、その他何かありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（武道 修司君）  ないですね。 

 それでは以上をもちまして、第２０回特定業者との随意契約に関する調査特別委員会を終了い

たします。お疲れさまでした。 

午前11時53分閉会 

────────────────────────────── 


